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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の結像光学系の結像動作を検査する方法であって、被写体（６）が第２の結像光学系
（２）によって像平面で結像され、該像平面の光が空間分解的に画素において検出され、
該第１の結像光学系および第２の結像光学系（２）は少なくとも１つの撮像特性において
異なり、
　画素ごとに、該光の第１の特性としての輝度の値、および該光の少なくとも１つの追加
の第２の特性の値が決定されて、該画素に格納され、
　該格納された値がエミュレーションステップにおいて処理され、該撮像特性および該結
像動作における該第２の特性の影響を考慮して、該第１の結像光学系によって生成される
該被写体（６）の画像をエミュレートするエミュレーション画像が生成される、方法にお
いて、
　一連の画像が、
　ａ．該第２の特性の値の範囲を部分的な範囲に分割すること、
　ｂ．各部分的な範囲に画像を割り当てること、
　ｃ．該画素に割り当てられた該第２の特性の値が該個々の画像に割り当てられた該部分
的な範囲に収まる場合、対応する格納された輝度値を各画像の該画素に割り当て、そうで
なければ、前記画素に所定の輝度を割り当てることによって生成され、
　該一連の画像が該エミュレーションステップにおいて一連の中間画像に変換され、該エ
ミュレーションが該中間画像の各々の該第２の特性の一定値を含み、前記値は、該個々の



(2) JP 5226532 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

部分的な範囲から生じ、該個々の他の中間画像の該第２の特性の値とは異なり、
　次に、該中間画像が結合され、該エミュレーション画像が形成されることを特徴とする
方法。
【請求項２】
該部分的な範囲間に部分的な重複があることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
該所定の輝度値がゼロであることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
該画像と該中間画像の両方がそれぞれ同じサイズを有することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
該中間画像の該輝度値が画素ごとに加算されて、該エミュレーション画像が生成されるこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
該中間画像の輝度値の平均が画素ごとに採取されて、該エミュレーション画像が生成され
ることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
該輝度値を該一連の画像に割り当てるときに、該輝度値が重み付けられることを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
該第２の特性が該偏光状態であり、画素ごとに該偏光度および／または該偏光の方向が格
納されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
該一連の画像が、検出前に光を偏光子（５）に通過させることにより生成され、該部分的
な範囲が該偏光子（５）の異なる位置により画定されることを特徴とする請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
該一連の画像が、該格納されている値に基づいてコンピュータで生成されることを特徴と
する請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
画素に割り当てられる偏光の角度θが該部分的な範囲に収まる場合に、該輝度値が、関数
 
 
　　　　　Ｃ・｜ψ－θ｜
 
を使用して重み付けられ、ここで、Ｃが定数であり、ψが該対応する部分的な範囲の中心
における偏光の角度であることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
画素に割り当てられる偏光の該角度θが該部分的な範囲に収まる場合に、該輝度値が、関
数
 
　　　　　Ｃ・ｃｏｓ２（ψ－θ）
 
を使用して重み付けられ、ここで、Ｃが定数であり、ψが該対応する部分的な範囲の中心
における偏光の角度であることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
該部分的な範囲の１つが、該１つの範囲に割り当てられたゼロの偏光度を排他的に有し、
該部分的な範囲に割り当てられる該画像が、該画像に割り当てられた検出済みの非偏光の
輝度値を有することを特徴とする請求項８から１２のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１４】
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ゼロの偏光度を有する該画像に指定された該輝度値が他の画像に割り当てられ、該対応す
る輝度値に加算され、前記割り当てが好ましくは均一に行われることを特徴とする請求項
１３に記載の方法。
【請求項１５】
該第２の特性が色であり、波長および／または彩度が画素ごとに格納されることを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
フォトリソグラフィックスキャナが該第１の結像光学系として使用され、該フォトリソグ
ラフィックスキャナのエミュレーションのためのエミュレーション結像光学系が該第２の
結像光学系（２）として使用されることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１７】
第１の結像光学系の結像動作を検査する装置であって、
　被写体（６）を像平面の中に結像し、少なくとも１つの撮像特性において該第１の結像
光学系と異なる第２の結像光学系（２）と、
　画素を有する空間分解式検出器（３）であって、検出器（３）によって該像平面の光が
該画素で検出される、空間分解式検出器と、
　該光の第１の特性としての輝度の値および該光の少なくとも１つの追加の該光の第２の
特性の値が画素に空間分解的に格納されるメモリモジュール（４）と、
　該格納されている値を処理し、該撮像特性、および該結像動作に対する該第２の特性の
影響を考慮して、該第１の結像光学系によって生成される該被写体（６）の画像をエミュ
レートするエミュレーション画像を生成するエミュレーションモジュール（７）とを備え
た装置において、
　該装置が、
　ａ．該第２の特性の値の範囲を部分的な範囲に分割すること、
　ｂ．各部分的な範囲に画像を割り当てること、
　ｃ．該画素に割り当てられる該第２の特性の値が該個々の画像に割り当てられた該部分
的な範囲に収まる場合に、対応する格納された輝度値を各画像の該画素に割り当て、そう
でなければ、前記画素に所定の輝度値を割り当てることによって一連の画像を生成し、
　該エミュレーションモジュール（７）が該一連の画像を一連の中間画像に変換し、該エ
ミュレーションが該中間画像の各々の該第２の特性の一定値を含み、該第２の特性の値が
該個々の部分的な範囲から生じ、該個々の他の中間画像のための該第２の特性の該値とは
異なり、
　該エミュレーションモジュールが該中間画像を結合して、該エミュレーション画像を形
成することを特徴とする装置。
【請求項１８】
該部分的な範囲間に部分的な重複があることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
該所定の輝度値がゼロであることを特徴とする請求項１７または１８に記載の装置。
【請求項２０】
装置がそれぞれ同じサイズを有する一連の画像および一連の中間画像を生成することを特
徴とする請求項１７乃至１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
エミュレーションモジュールが画素ごとに該中間画像の該輝度値を加算して、該エミュレ
ーション画像を生成することを特徴とする請求項１７乃至２０のいずれか１項に記載の装
置。
【請求項２２】
エミュレーションモジュールが画素ごとに該中間画像の輝度値の平均を取って、該エミュ
レーション画像を生成することを特徴とする請求項１７乃至２０のいずれか１項に記載の
装置。
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【請求項２３】
輝度値を該一連の内の１つの画像に割り当てるときに該輝度値に重み付けることを特徴と
する請求項１７から２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
該第２の特性が該偏光度であり、画素ごとに該偏光度および／または該偏光の方向が該メ
モリモジュールに格納されることを特徴とする請求項１７乃至２３のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項２５】
該光が検出前に通過する偏光子（５）が提供され、該部分的な範囲が該偏光子（５）の異
なる位置によって画定されることを特徴とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
該格納されている値に基づいて一連の画像を計算量的に生成することを特徴とする請求項
２４に記載の方法。
【請求項２７】
該部分的な範囲の１つにゼロの偏光度を排他的に割り当て、この部分的な範囲に割り当て
られている画像に、検出済みの非偏光の該輝度値を割り当てることを特徴とする請求項２
４乃至２６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２８】
該第２の特性が色であり、画素ごとに該波長および／または該彩度が該メモリモジュール
（４）に格納されることを特徴とする請求項１７乃至２３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２９】
フォトリソグラフィックスキャナが該第１の結像光学系として使用され、該フォトリソグ
ラフィックスキャナのエミュレーションのためのエミュレーション結像光学系が該第２の
結像光学系（２）として使用されることを特徴とする請求項１７乃至２８のいずれか１項
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１の結像光学系の結像動作を検査する方法に関し、その方法では、被写体
が第２の結像光学系によって像平面の中に結像され、像平面の光が空間分解的に画素にお
いて検出され、第１の結像光学系および第２の結像光学系が少なくとも１つの撮像特性で
異なり、光の第１の特性としての輝度の値および光の少なくとも１つの追加の第２の特性
の値が画素ごとに決定され、画素に格納され、格納された値がエミュレーションステップ
において処理され、撮像特性、および結像動作に対する第２の特性の影響を考慮して、第
１の結像光学系によって生成される被写体の画像をエミュレートするエミュレーション画
像が生成される。
【０００２】
　本発明は、第１の結像光学系の結像動作を検査する装置にも関する。このような装置は
、被写体を像平面の中に結像し、少なくとも１つの撮像特性において第１の結像光学系と
異なる第２の結像光学系と、像平面の光を画素において検出する、画素を有する空間分解
式検出器と、光の第１の特性としての輝度の値および光の少なくとも１つの追加の光の第
２の特性の値が画素に空間分解的に格納されるメモリモジュールと、格納された値を処理
し、撮像特性および第２の特性の結像動作に対する影響を考慮して、第１の結像光学系に
よって生成される被写体の画像をエミュレートするエミュレーション画像を生成するエミ
ュレーションモジュールとを備える。本発明は、第２の特性（例えば色または偏光であり
得る）に対する依存性を、エミュレーションにおいて例えば概略的に不完全にしか従来の
技術で考慮に入れることができないという問題に関する。
【背景技術】
【０００３】
　光学系の撮像特性のエミュレーションの間、誤りがエミュレーションに出現することが
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ある。例えば、高開口結像光学系が低開口結像光学系によってエミュレートされるとき、
特に誤差が明白になる場合もある。例えば偏光子または回折格子等の偏光素子は、これま
で実質的にはそれらの積分効果に関して検査され、評価されてきた。しかしながら、微細
構造またはナノ構造の光学部品の発展に伴い、局所的な光学特性の決定が、製造工程のさ
らなる発展および改善のために、および製品品質の保証のために重要度を増してきている
。このような光学部品の例として、例えば国際公開第０３／００１２７２号パンフレット
に説明されているようなハイブリッド対物レンズで使用されるタイプの回折光学素子（Ｄ
ＯＥ）がここで言及される必要がある。このＤＯＥの光学的効果は光軸の回りに同心円的
に配置されるウェブで発生する。この場合、２つのウェブの間の距離は一定ではなく、半
径に応じて変化する。この素子の目的は対物レンズ内での分散的な結像色補償であり、そ
の場合、対物レンズの光学的品質は屈折レンズとＤＯＥの協調から生じる。対物レンズの
最終的な組み立てまでＤＯＥの光学特性を判定できないことを回避するために、光学的効
果をあらかじめ詳細に検討することが望ましい。これは、対物レンズとは無関係に、ある
いは個々の対物レンズのエミュレーションのための第２の結像光学系としてのエミュレー
ション結像システムを第１の結像光学系等の結像光学系のビーム経路に挿入することによ
って達成できる。両方の結像光学系は少なくともその点では異なるため、通常、ＤＯＥの
挿入は、ビーム経路の適応を必要とする。さらに第２の結像光学系は、対物レンズに関し
て大きさが拡大されるか、または縮小されるように被写体を結像するように設計されても
よい。
【０００４】
　このような構成部品の他の例は、典型的な線形回折格子である。例えば電気通信で使用
されている格子の場合、表面積の単位あたりの線対の数の増加により、エネルギー比率の
増加、引いては回折のゼロ次数効率の増加につながる。格子の偏光効果は、線の数が増加
するにつれて、つまり構造寸法が小さくなるにつれて高まる。
【０００５】
　また、偏光効果は、開口数がますます大きくなり、マスク構造がますます小さくなる傾
向があるフォトリソグラフィックスキャナにおいてより重要な役割を果たす。しかしなが
ら、これまで従来の技術で公知であるエミュレーション結像方法およびシステムは、偏光
効果が概略的にしか考慮されない、つまり画像領域を介して統合されるため、このような
偏光効果の不完全な描写しか可能にしていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、検査されるべき結像光学系の結像動作に影響を及ぼす光学特性および
要因についてさらに良好な検討がなされるように、前述されたタイプの方法および装置を
改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述されたタイプの方法では、この目的は、一連の画像が、最初に（ａ）第２の特性の
値の範囲を部分的な範囲に分割すること、（ｂ）各部分的な範囲に画像を割り当てること
、および（ｃ）画素に割り当てられた第２の特性の値が個々の画像に割り当てられた部分
的な範囲に収まる場合、対応する格納された輝度値を各画像の画素に割り当て、そうでな
ければ前記画素に所定の輝度値を割り当てることによって生成されることで達成される。
次に、一連の画像はエミュレーションステップにおいて一連の中間画像に変換され、エミ
ュレーションは中間画像の各々の第２の特性の一定値を含む。第２の特性の一定値は個々
の部分的な範囲から生じ、個々の他の中間画像の第２の特性の値とは異なる。次に、中間
画像は結合され、エミュレーション画像が形成される。
【０００８】
　検査される光学要素を使用して画像が生成されると、輝度だけではなく、例えば、色ま
たは偏光効果等の追加の特性も画素ごとに決定され、そのためには従来の技術で公知の方
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法が使用できる。輝度のように、通常、第２の特性の値は場所によっても変化する。評価
方法またはエミュレーションステップにおいて、パラメータとして含まれる第２の特性の
値がそれぞれの場合で一定である個々の画像に分割することにより、第２の特性の値が全
体的な画像上で平均化されるという点で、評価またはエミュレーションと比較して従来の
技術で生じる誤差を削減することが可能になる。多くの部分的な範囲が形成され、それら
がより狭くなるにつれて、誤差は小さくなる。
【０００９】
　部分的な範囲は、それらが互いに隣接するように選択されてよい。しかしながら、処理
および実行可能性のために、それらの間に、および好ましくは隣接する部分的な範囲の間
のみに少なくとも部分的な重複がある部分的な範囲を選択することが有利である。部分的
な範囲への分割は、例えばカラーフィルタ又は偏光子の透過率が正弦関数の二乗により記
述される三角関数を利用して行われてもよい。
【００１０】
　中間画像の、所定の輝度値は好ましくは０が選択される。即ち、第２の特性の値が中間
画像に割り当てられた部分的な範囲に収まらない場合、中間画像および対応する画素の輝
度値はゼロに設定される。そのようにする際に、画像、中間画像、およびエミュレーショ
ン画像がそれぞれ同じサイズを有すると、処理が容易になるという点で便利である。した
がって、好ましくは各画像、中間画像、およびエミュレーション画像は同数の画素または
画素線と画素列をそれぞれ有する。対応する応用が実行される場合、種々のサイズも使用
できることは言うまでもない。
【００１１】
　中間画像を結合し、エミュレーション画像を形成する多様な可能性がある。特に単純な
可能性は画素ごとに中間画像を追加することにある。同様に実現が容易な別の可能性は、
画素ごとに中間画像の輝度値の平均を取り、このようにしてエミュレーション画像を生成
することにある。
【００１２】
　特に部分的な範囲が重複する場合には、輝度値を一連の内の１つの画像に割り当てると
きに、輝度値に重みを付けることが有利である。重み付けは、輝度値が複数の部分的な範
囲に割り当てられるときに、１個の画素について重みが付けられた輝度値の和が、画素の
元の輝度値に一致するように行われることが好ましい。
【００１３】
　検出される光の多様な特性は第２の特性として適切であり、重要な特性は例えば色であ
る。この場合、波長および／または彩度は、好ましくは画素ごとに決定され、格納される
。これは、例えば、波長選択的な検出器を使用することによって等、適切に先行して配列
される光学部品を用いて、各画素で色を個別に検出することによって達成することができ
、前記検出器は各色の範囲（赤、緑および青）を別々に検出する。別の可能性は、ビーム
経路の中に導入されるカラーフィルタを用いて一連の個別画像を生成することにある。
【００１４】
　第２の特性にとって特に好ましい選択肢は、例えば大開口光学部品のエミュレーション
においてさらに大きな影響を与える偏光状態である。輝度とは異なり、偏光状態はＣＣＤ
上で直接的に検出できないため、偏光度および／または偏光の方向は、画素ごとに測定に
よって決定され、格納されなければならない。偏光の空間分解決定のために、光学素子を
特徴付けるストークスパラメータを、例えば空間分解様的に決定できる。この方法は、例
えば、応用光学（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ）１６、３２００（１９７７年）にエイ
チ．ダブリュ．ベリー（Ｈ．Ｗ．Ｂｅｒｒｙ）らによって説明されている。一連の画像は
、続いて格納されている値に基づいてコンピュータで生成できる。
【００１５】
　別の可能性は、検出前に偏光子を通して光を誘導することにより一連の画像を生成し、
このようにして偏光子のさまざまな位置によって部分的な範囲を画定することにある。こ
のような偏光子は、正弦関数の二乗に実質的に相当する自然重み付け関数を予め組み込ん
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でいる。したがって、部分的な範囲は通常やや大きく、重複する。画像の生成の偏光子お
よびコンピュータの組み合わせも可能である。
【００１６】
　一連の画像が格納されている値に基づいてコンピュータで生成される場合、この自然重
み付け関数も使用できるが、依然として、使用可能な多数の通常はさらに好ましい重み付
け関数がある。方法の有利な実施形態では、輝度値は、画素に割り当てられる偏光の角度
θが部分的な範囲に収まる場合に、例えば関数
 
　　　　　Ｃ・｜ψ－θ｜
 
を使用して重み付けられ、ここで、Ｃは定数であり、ψは対応する部分的な範囲の中心に
おける偏光の角度である。画素に割り当てられている偏光の角度が部分的な範囲外である
場合、例えばゼロのような所定の輝度値が画素に割り当てられる。重み付けは、傾きが定
数の適切な選択により影響を受けることがある三角関数を使用して、実質的に同次の偏光
が画像ごとに仮定できるように行われる。この場合、選択される部分的な範囲の数が多い
ほど、精度が高くなる。しかしながら、エミュレーションステップは画像数が増えるにつ
れてさらに長い時間を要するため、部分的な範囲の数はエミュレーションの持続時間に適
応されなければならない。例えば、６個、８個または１２個の部分的な範囲を選択するこ
とが、良好な妥協点であることが判明している。原則的には、部分的な範囲の数は自由に
選択できる。評価方法またはエミュレーションステップにおいて説明した三角関数のさら
に良好な処理を可能にするために、それは、少なくとも一度は継続的に微分可能になるよ
うに、例えば平滑化関数を用いて折り畳まれてもよい。
【００１７】
　別の可能性は、画素に割り当てられる偏光の角度θが部分的な範囲内に収まる場合に、
関数
 
　　　　　Ｃ・ｃｏｓ２（ψ－θ）
 
を有する輝度値に重み付けすることであり、ここで、Ｃは定数であり、ψは対応する部分
的な範囲の中心における偏光の角度である。この関数は、実質的には適応された定数の選
択のために四捨五入された三角関数に対応している。
【００１８】
　これらの関数で生成された一連の画像に対して、画像フィールドを介した偏光はほぼ一
定である。次に、偏光の空間的な依存を考慮しない場合には、画像は、評価方法またはエ
ミュレーションステップにおいて実質的に誤差なしで処理できる。
【００１９】
　本発明の好適実施形態では、円偏光も含む非偏光も考慮される。これは、部分的な範囲
の１つがゼロが割り当てられた偏光度のみを有し、この部分的な範囲に割り当てられる画
像が、検出済みの非偏光が割り当てられた輝度値を有するという点で達成される。ゼロの
偏光度を有する画像に割り当てられる輝度値は、次に他の画像に割り当てられて、対応す
る輝度値に加算できる。前記割り当ては、好ましくは均一に行われる。代替例として、こ
の画像は、その全体として、あるいは同様にさまざまな画像に再び割り当てられることに
よって、別個に処理されてもよい。
【００２０】
　本発明の特に好ましい実施形態では、フォトリソグラフィックスキャナは第１の結像光
学系として使用され、フォトリソグラフィックスキャナのエミュレーションのためのエミ
ュレーション結像光学系が第２の結像光学系として使用される。エミュレーション結像光
学系が小さい開口数を有する光学部品であるのに対し、フォトリソグラフィックスキャナ
は非常に大きな開口数を有する結像光学系によって構成される。従って、前述された発明
は、例えば、独国特許出願第１０　２００４　０３３　６０３．２号で説明されるような
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、大きな開口数の結像光学的効果のエミュレーションのための方法であって、偏光の空間
的な依存を考慮に入れていない方法のようにエミュレーションステップにおいて空間分解
的にエミュレートすることを可能にする。
【００２１】
　また、本発明は第１の結像光学系の結像動作を検査する装置にも関する。このような装
置では、前述されたように、目的は、装置が（ａ）第２の特性の値の範囲を部分的な範囲
に分割すること、（ｂ）各部分的な範囲に画像を割り当てること、および（ｃ）画素に割
り当てられる第２の特性の値が個々の画像に割り当てられた部分的な範囲に収まる場合、
対応する格納されている輝度値を各画像の画素に割り当て、そうでなければ、前記画素に
所定の輝度値を割り当てることによって一連の画像を生成することで達成される。エミュ
レーションモジュールは、一連の画像を一連の中間画像に変換し、エミュレーションが中
間画像の各々の第２の特性の一定値を含む。第２の特性の値が個々の部分的な範囲から生
じ、個々の他の中間画像のための第２の特性の値とは異なる。次に、エミュレーションモ
ジュールは中間画像を結合し、エミュレーション画像を形成する。このようにして、結像
動作に対する第２の特性の影響は、空間分解的にエミュレーション画像で考慮される。
【００２２】
　所定の輝度値は好ましくはゼロであり、これにより評価が容易となる。また、装置がど
の重み付け関数を使用するのかに応じて、部分的な範囲間に部分的な重複がある場合も有
利である。
【００２３】
　装置は、好ましくは、それぞれ同じサイズを有する一連の画像および一連の中間画像を
生成する。これは処理を大幅に簡略化し、画像または中間画像に輝度値を割り当てるのに
問題が生じない。言うまでもなく、適切な応用により異なる画像サイズの使用も可能にな
る。装置は、好ましくは画素ごとに中間画像の輝度値を加算し、このようにしてエミュレ
ーション画像を作成する。これは、第２の量の空間依存性または画像フィールドでの可変
性をエミュレーション画像で考慮する最も容易な方法である。代替例として、装置は画素
ごとに中間画像の輝度値の平均を形成し、このようにしてエミュレーション画像を生成す
ることもできる。このようにする際に、装置は好ましくは、一連の内の１つの画像に輝度
値を割り当てるときに輝度値に重みを付け、これは、特に、部分的な範囲が重複し、輝度
値をいくつかの部分的な範囲に割り当てる場合に有利である。
【００２４】
　装置の好適実施形態では、第２の特性は色であり、その場合、波長および／または彩度
はメモリモジュールに画素ごとに格納される。この特性はＣＣＤまたはＣＭＯＳに基づい
た近代的な検出器を利用すると検出が相対的に容易であり、その場合、例えば対応する光
学部品を用いてそれぞれ１個のＣＣＤで各画素の赤、緑および青の色範囲を個別に検出す
ることが想定される。
【００２５】
　しかしながら、色は第２の特性の唯一のオプションではない。必ずしも即座に可視であ
る必要がない他の特性も適切である。特に小さな開口の結像光学系による大きな開口の結
像光学系のエミュレーションに関して、重要な第２の特性は偏光条件である。この場合、
画素ごとの偏光度および／または偏光の方向がメモリモジュールに格納される。装置は、
検出前に光が通過して誘導される偏光子を備えてもよい。部分的な範囲は偏光子上の異な
る位置で画定される。このようにして、一連の画像は直接的に生成できる。別の可能性は
格納されている値に基づいて一連の画像をコンピュータで生成することにある。この場合
、各画素の偏光度および／または偏光の方向は初めに格納される。偏光子およびコンピュ
ータを使用した評価の組み合わせも可能である。さらに、装置は、好ましくは部分的な範
囲の１つにゼロの偏光度を排他的に割り当てる。その結果、この部分的な範囲に割り当て
られる画像は、画素に割り当てられた検出済みの非偏光の輝度値を有する。
【００２６】
　本発明の特に好適実施形態では、装置はフォトリソグラフィックスキャナの形をとる第
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１の結像光学系と、フォトリソグラフィックスキャナのエミュレーションのためのエミュ
レーション結像光学系の形をとる第２の結像光学系を備える。これにより、エミュレーシ
ョンモジュールの基礎となり、エミュレーションモジュールにおいて実現されるエミュレ
ーション方法は、この空間依存性を考慮することができないものの、フォトリソグラフィ
ックスキャナの偏光特性を空間分解的にエミュレーション結像光学系によってエミュレー
トできるようなる。
【００２７】
　本発明は例示的な実施形態に関してさらに詳細に後述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　図１は、図示されていない第１の結像光学系の結像動作を検査するために使用できるタ
イプの装置を示す。光源１からの光は第２の結像光学系２に供給される。第２の結像光学
系２は、画素を有する空間分解式検出器３上に光を合焦する。光は画素における像平面で
検出される。輝度は画素において直接的に検出される。輝度の値は、画素に割り当てられ
るように、メモリモジュール４に格納される。さらに、光の第２の特性もメモリモジュー
ル４に格納される。この第２の特性は、光の色または偏光であり得る。後者のケースでは
、例えば、ビーム経路に滑入され、検出器３に先行して配置できる回転自在の偏光子５が
提供される。第２の結像光学系２は被写体６を検出器３の上に結像する。このために、被
写体６は第２の結像光学系２の適切な位置に挿入され、被写体６の画像が検出器３上で生
成される。被写体６は、例えば単純なまたは非線形のカラーフィルタ、偏光子、または回
折光学素子であってよい。後者の場合、第２の結像光学系の設定は、被写体６の撮像特性
に適応させる必要があり得る。被写体６は、フォトリソグラフィで使用されるタイプのマ
スクであってもよい。この場合、光源１は好ましくは１つの波長だけを発する光源である
。登録されるべき第２の特性が、偏光において、または特徴において直接的に可視ではな
い場合、ここでは図示されていない、これらの特性を検出し、決定する役割を有する追加
の装置が必要となる。また、これらの特性の値も、メモリモジュール４に、画素に割り当
てられる形で格納される。
【００２９】
　輝度、および例えば偏光等の第２の特性に対して格納されている値は、次にエミュレー
ションモジュール７によって処理される。エミュレーションモジュール７では、画面８に
表示されるエミュレーション画像が生成される。加えて、画像は格納され、あるいは／か
つ印刷され得る。
【００３０】
　図２は、エミュレーション画像がどのようにして生成されるのかを概略で示す。輝度お
よび偏光、つまり偏光度および／または偏光の方向は、画素ごとに格納される。これらの
データはいわゆる入力画像データセットを形成する。一連の画像は、この入力画像データ
セットに基づいて生成される。このようにする際に、この特性の値の範囲を画定するため
に第２の特性の最小値と最大値が最初に求められる。次に、この値の範囲が部分的な範囲
に分解され、その際、輝度の非偏光部分は、例ではゼロの偏光度を有する別個の部分的な
範囲に割り当てられる。この部分的な範囲は、光の円偏光部分の輝度値も含む。言うまで
もなく、前記部分をそれ自体の部分的な範囲に割り当てることは必須ではない。例えば、
非偏光部分は、他の部分的な範囲の間で分割されてもよい。他の部分的は範囲は、個々の
画像の間での均一な分割に相当する。追加の部分的な範囲は、０°から１８０°の範囲内
で偏光の角度に従って分割される。本例では、対応する部分的な範囲の中心における偏光
の角度Φが画像ごとに示される。部分的な範囲は、使用される重み付け関数に従ってそれ
らが重複するか、あるいは重複しないように選択され得る。本例では、８個の部分的な範
囲が選択される。画像は、後にエミュレーションステップで処理される。このようにする
際に、被写体６の画像は、撮像特性および結像動作における偏光の影響を考慮して、第１
の結像光学系によってエミュレートされる。非偏光の輝度は別個に処理できるが、これは
必須ではない。例えば、非偏光の輝度は偏光画像の間で分割することもできる。被写体６
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がマスクである場合には、例えばこのマスクの画像は、第１の結像光学系としてのフォト
リソグラフィックスキャナを使用してエミュレートできる。この場合、第２の結像光学系
２は、エミュレーション結像光学系である。両方の光学部品が異なる場合、撮像特性は倍
率および開口数である。エミュレーションステップにおける処理中、中間画像が偏光の角
度ψごとに生成される。偏光は、エミュレーションステップにおいて個々の画像に対して
一定であると仮定されていた。これには技術的な理由があり、従来の技術で利用可能なエ
ミュレーションの方法、あるいは偏光を考慮する方法は、一定の偏光だけしか考慮できな
いというものである。最終的に、本例では、中間画像が画素ごとにエミュレーション画像
に加えられる。利用可能な従来の技術のエミュレーション方法は実際にはこれを許さない
、あるいはこれがさらに大きな誤差の原因になるが、このようにして、フォトリソグラフ
ィックスキャナをエミュレートする際に空間依存性を偏光において考慮することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】例示的な装置を示す。
【図２】方法の順序を示す。
【符号の説明】
【００３２】
１　光源
２　第２の結像光学系
３　検出器
４　メモリモジュール
５　偏光子
６　被写体
７　エミュレーションモジュール
８　画面
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